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救貧法から福祉国家へ

一世紀転換期の貧困・失業問題と経済学者一

西　沢 保

　本稿は，19世紀末のイギリスにおける貧困および失業問題の認識から，20世紀初頭の社会福祉立法

に至る過程を，救貧法から福祉国家へという展望のもとに経済思想と制度に即して明らかにしょうと

する．まず，救貧法の理念的基礎を提供した「旧派の経済学者」と「新世代の経済学者」マーシャル

およびオクスフォード。エコノミストとを対比し，生成途上における福祉国家の理念的基礎を検討す

る．ウェッブ夫妻のナショナル・ミニマム論を考察し，次いで労働行政・福祉行政の担い手であった

商務省の「理性主義的官僚」リュエリン・スミスとべヴァリッジを，商務省労働局における労働統計

の整備，職業紹介所法，失業保険法の成立過程に即して検討する．

1．はじめに　　1880年代のイギリス

　公正と衡平に合致して，我国の蓄積され，た富を

もっと平等に分割し，勤労の日々の生産物を資本

と労働の間にもっと平等に分割することによって，

すべての人々が物質的安楽と精神的文化の公正な

配分を享受でき，威厳ある生活を送り健全な生活

を営めるようにするための最善の手段は何か？

（『産業報酬会議』1885年p．v）

　エディンバラの篤志家の拠金をもとにこの問題を

広く社会に問うために，チャールズ・ディルクを会

長にして1885年1月大規模な「産業報酬会議」
（Industrial　Remuneration　Conference）カ§開かれた．

フェビアン協会が結成されコレクティヴィズムが興

隆する1880年代のイギリスは，しばしば「世界の工

場」から「福祉国家」への理念的二期だとされる．

1880年代には様々の運動やでき事が，ヴィクトリア

中期の平和と繁栄の自己満足を破壊し新世代の社会

学者，経済学者，官僚を生み出した．それは古典派

経済学に代わる歴史・倫理学派，あるいは社会政策

学派の時代であり，ホブソンもいうように，社会的

取扱いを必要とし救済可能な「社会的病苦としての

貧困の認識は，1880年代の発見として広くイギリス

人の精神を襲った1）．」

　ロンドンにおける貧困の暴露，『ロンドンの見捨

てられた人々の悲痛な叫び』（‘Bitter　Cry　of　Outcast

London’，1883年2）），新たに組織された救世軍の社

会奉仕，最初の隣保館トインビー・ホールの創設，

チャーノレズ・ブースによる大規模なロンドンの貧困

調査は，いずれも良心の呵責と社会的責任という新

しい知的衝動の所産であった．倫理，福祉と社会民

主主義の衝動，社会問題・蛍働問題の経験的・統計

的調査が興隆し，ブース，ポター，ラウントリー，

リュエリン・スミス，ベヴァリッジによる社会問題

研究の叙学的で実証的なアプローチが確立する．そ

して商務省労働局（Labour　Department）が誕生し，

やがてr救貧法委員会少数意見報告』（1909年），r防

貧論』（1912年）で国民生活の最低基準原則

（national　minimum）が提唱されることになる．世

紀転換期における社会問題としての貧困は，マーシ

ャルやピグーの厚生経済学の背景であり，ピグーの

『富と厚生』（1912年）もこういう貧困と社会改革の

時代の所産であった．

　他方，世紀末大不況の最中，1886年に出された

『商工業不況調査委員会少数意見報告』は，雇用の不

規則性を訴え，経済の成熟とともに産業政策の従来

の根本原理あるいは古典的・伝統的知識がいかに挑

戦を受けたかを明らかにした．1889年のロンドン

港湾労働者のストライキは不熟練労働の要求を劇的

に表現したが，1834年の救貧法改正以来50年を経

た1880年代になって，失業はようやく政治家や官

僚によって労働階級の一定部分の慢性的な社会問題

として，犯罪，浮浪，売春の根源，「時代のスフィン

クス」と見られるようになった．1886年には公的な

失業対策の実施を要求するチェンバレン回状が出さ

れ，フォクスウェルの『雇用の不規則性と物価の変

動』が「労働の要求」シリーズの一冊として出版さ



74 経　　済　　研　　究

れた．それは前年に開かれた「産業報酬会議」の所

産であった3｝．フォクスウェルをはじめ，商務省の

ギッフェン，実証主義者ハリスン，社会民主連盟を

代表するジョン・バーンズらを中心に王立統計協会

の協力を得て開かれたこの会議は，商務省労働局の

誕生にも重要なステップとなり，労働者の状態を客

観的に評価し労働行政を進める基礎となる労働統計

整備の必要を痛感させた．実際労働局の礎石となる

労働統計局（Labour　Statistical　Bureau）は，この年

から活動を始め，労働行政が内務省から商務省に移

るのもこの年であった．

2．経済学者の旧世代と新世代

2．1　マーシャルと貧困問題：経済と倫理

　「産業報酬会議」の初日は，過去100年間における

産業生産物の増大は，資本家および雇用者の利益に

資するところ大であったか，あるいは労働者階級の

利益に資するところ大であったか？を問題にした．

そして，救済策はとくにa）産業上の雇用の継続性，

b）賃金率，c）労働者階級の福利に影響を及ぼすか？

を問題にした2日目にマーシャルは，最初の2つの

．設問に対する発言を要請された．マーシ’ с汲ﾍこの

発言を次のように結び，いくつかの短い補遺ととも

に，この年の『協同組合年報』に出た「賃金に関す

る理論と実際」を付馬として加えた．

　　強力な社会主義に対する不信はいかに大きくて

　も，社会の見捨てられた人々（the　outcasts　of

　society）を減らし，妥当な所得を得，生活の機会

　をもち，高潔な生活をしょうとする人々を増やす

　ことに時間と財を用いないで安穏としていること

　はできない4｝．

　周知のように，この1885年にマーシャルはケン

ブリッジ大学の経済学教授となり，その就任講演

「経済学の現状」（1885年）を次のように結んだ．「強

き人間の偉大な母たるケンブリッジが世界に送り出

す者は，冷たい頭脳と暖かい心をもって，自己の周

囲の社会的苦悩と闘うために最善の力を捧げ，また

教養ある高尚な生活のための物質的手段をすべての

人に与えるのは如何なる程度まで可能であるかを明

らかにするために全力を尽そうと決心する者であ

る．」（Marshall（1885c）p．174，板垣訳p．213）しば

しば指摘されるように，マーシャルの経済学研究の

出発点は実践的倫理への関心であり，「現代の経済

学の主要な目標は社会問題の解決に貢献すること」

であった．『経済学原理』第1編第4章「経済学研究

の手順と目標」で，経済学の緊要な課題について次

のように言う．富の分配の平等化は望ましいが，こ

のことが富の総計を減少させる恐れが多分にあるの

に，自由企業を制限したり財産制度を変更したりす

ることをどの程度まで正当化できるのか．たとえ物

的な国富をいくらか減少させるとしても，貧しい

人々の所得の増大と労働の軽減をどの程度まで企て

るべきなのか．公正の原則に反し，進歩の指導者た

ちの活力を削減することなく，このような企てをど

の程度まで進められ，るのか．（Marshall（1890）p．41，

馬場訳pp．50－1）

　後にピグーが追悼講演で述べたように，マーシャ

ルはカントの『純粋理性批判』を背負ってよくスイ

スの山を平野した．それを読んで，マーシャルはま

すます倫理学に向かい，彼は倫理学を通して経済学

に行き着いた．彼にとって「経済学は倫理学の侍女

であり，それ自身が目的ではなく，それ以上の目的

に対する手段であった．それは道具でありその完成

によって人間生活の条件を改善するものであった．

物や組織や技術は付随的なものであり，真に重要な

ものは人間の資質であった5）．」マーシャルは，経済

科学の「実証的」側面と経済政策の「規範的」事項

を区別する事の重要性をよく承知しており，『経済

学原理』第1編第2章「経済学の本質」を次のよう

に結んでいる．「我々の倫理的本能と常識は，経済

学その他科学によって確保され秩序づけられた知識

を実際問題に適用しようとする際には究極の裁定者

となる．」（Marsha11（1890）p．28，馬場訳p．35）

　マーシャルは救貧法の改革と貧困問題に強い関心

を抱き，「老齢貧民に関する王立委員会」（1893年）で

の最初の質問に対して，「過去25年間貧困問題に専

心してきたし，この問題に関連しない研究を専らに

した著作はほとんどない」と述べた．マーシャルが

経済学研究に専心するようになったのは，労働者階

層の生活状態あるいは貧困という「社会問題」であ

った．J．　S．ミルの『経済学原理』を読んで，マーシ

ャルは「物質的安楽の不平等よりも機会の不平等が

妥当かどうかについて疑惑を抱いた6）．」『経済学原

理』第1翌翌1章序論でいわく．「大都市の下層民

（Residuum）といわれる人々はほとんど交友の機会

をもたず，家庭生活の行儀正しさと安静さをまった

く知らないし，家族と生活を共にする経験さえもほ

とんど知らない．」下層民が高次の知能をのばす機

会を奪われ肉体的・知能的および道徳的に不健全で
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あるのは，貧困こそが主要な原因であった．過重に

働かされ教育は十分に受けられず，疲れ果てて心労

にさいなまれ安静も閑暇もないために，その性能を

十分に活用する機会をもちえないということは，甘

受してよいものではなかった．貧困と無知が漸次消

滅していくであろうという見通しは，19世紀におけ

る労働者階級の堅実な進歩を考えると相当根拠ある

ものに見えてきた．

　　すべての人々が，貧困の苦悩と過度に単調な労

　苦のもたらす沈滞的な気分から解放されて，文化

　的な生活を送る十分目機会をもってその生涯を始

　めることは果たして不可能であろうか．この間は

　経済学だけで十分答えられるものではない．しか

　し，この答えはかなりの程度，経済学の領域に属

　している事実と推論に左右される．そしてこのこ

　とこそが，経済学を研究するに値するものにして

　いる最も大きな理由なのである．（Marshall
　（1890）pp．2－4，馬場訳1，　pp．4－7）

　マーシャルは，1891年から94年まで「王立労働

委員会」（Royal　Commission　on　Labour）の委員を

務める一方，1893年に「老齢貧民に関する王立委員

会」に対して「予備的な覚え書き」を提出し，委員

会で250以上の質問に解答した．委員会でのマーシ

ャルの発言の意図は，救貧法関係の文献を支配して

いる労働と賃金に関する旧世代の経済学の考え方を

覆し，新世代の経済思想を浸透させること，救貧法

から社会福祉への思想的転換に理論的基礎を与える

ことであった．労働委員会でマーシャルは，ベン・

ティレット，トム・マンをはじめ数多くの労使を代

表する人物と親しく接するようになり，それは彼の

「生涯で最も貴重な経験」となった．また老齢と貧

困についての認識が高まり，チェンバレンやブース，

あるいはマーシャルの教え子であるMoore　Edeや

キャノン・バーネットが老齢年金計画案を提出する

なかで，老齢貧民に関する委員会が任命された．こ

の委員会自体は，拠出性年金を唱えてきたチェンバ

レンと無拠出性年金を提案するブースを主要な委員

にしており，即効的な結論は出せなかったけれども，

委員会に出された問題は後に1908年の老齢年金法

に具体化されるものであったη．

　この委員会に先立って，マーシャルは1892年目

『エコノミック・ジャーナル』に，「国家が補助する

年金との関係でみた救貧法」および「救貧法改革」

を書いた．それは明らかに1891年12月の王立統計

75

協会の会合におけるブースの講演「貧民の数と分類，

および国家の老齢年金」に触発されたものであった．

マーシャルは，老齢貧民に対する公的な院外救済を

支持し，所得税を財源に65歳以上の老齢者に週5

シリングの年金を給付するというブースの提案に概

ね賛成であった8）．

　マーシャルは「国家が補助する年金との関係でみ

た救貧法」で次のように論じる．公的および私的慈

善に使用する額は，それ自体をみれば大きいかもし

れないが，産業上の仕事の全価値に比べれば小さな

ものである．病院および保護施設を含めたあらゆる

形の公的および私的慈善に，年間5千万ポンド使っ

ているかどうか疑わしい．もう5千万ポンド多く使

うことによって，人々の性格を向上させ，彼らが平

均してさらに12分の1多く働くようになるとすれ

ば，我々は実質国民所得に対して，そのコストより

もはるかに多くをつけ加えることになる．これが一

方の「倫理・経済的事実」であり，他方，救貧法に

よれば「どの国民も支払いを選択するのと同じ数の

貧民をもつ」ことになる．彼によれば，倫理的要素

と経済的要素はたいていの実践的問題において多か

れ少なかれ結びついており，「困窮の救済において

両者はあまりに密接に融合しているので，他方に言

及しないで一方を論じることは暫定的にも無益であ

った．」マーシャルは救貧法の理念にきわめて批判

的で，公的救済を単純に申請者の貧困に合わせると

いう原理は，救貧法の「破壊的な愚行」として全国

に広がった恐るべきことで，「イギリスがこれまで

に陥ったおそらく最も重大な危険」であった．

（Marshall（1892）p．186）

2．2マーシャルと救貧法

　19世紀初頭から中葉までの古典派経済学者は，人

口増加と農業における収穫逓減の問題に思考を奪わ

れていたが，マーシャルは世紀末に収穫逓減法則は

「現代のイギリスでほとんど作用していない」と明

言できた．製造業における収穫逓増とともに，人口

増加は総生産物における比例的増加以上のものを生

みだし，定常状態の到来を信じるいかなる理由もマ

ーシャルは考えることができなかった9）．マーシャ

ルはリカードの経済学の方法に批判的であり，労働

と賃金に関する古典派の議論にとりわけ批判的であ

った．リカードと彼の追随老の最大の欠陥は，産業

の慣習や制度がいかに変化しやすいかということを

理解しないことであった．彼らは貧しい人々の貧し
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さの原因だとされる弱点と非能率が，実はかえって

貧しさが生み出した結果であることに気づいていな

かった．彼らは「現代の経済学老が抱いている労働

者階級の生活状態の巨大な改善可能性に対する信念

を抱いていなかった．」（Marsha11（1890）p．763，馬

場訳1，p．174）

　マーシャルは，「老齢貧民に関する王立委員会」に

おいて「マルサスの大難問」が除去され，世紀の初

めと比べて問題の性質が大きく変化したことを強調

した．

　　［救貧法の理念的基礎になっている旧派の経済

　学の］教義によれば，もし富者に課税して労働者

　階級に貨幣を与えると，その結果労働者階級の数

　が増加し，次世代の賃金を低下させる．したがっ

　て，この補助金によって蛍働者階級全体の境遇が

　改善されたことにはならない．しかし，この点に

　関してある変化が生じており，それが現世代の経

　済学を過去の経済学から分けている．……この点

　こそ私が力説したい要点であり，その変化は，も

　しその貨幣が次世代の稼得力を高めるような仕方

　で支出されるならば，賃金を引き下げるようには

　ならないという事実を強調している．（Marsha11

　（1893）p．225）

　さらに言う．中国の狂った皇帝が，イギリスの全

労働者に半クラウンを無償で与えたとしよう．19

世紀初めには10人の経済学者のうち9人までが，

それは賃金を下げるだろうと言った．もちろんそれ

は人口を増やし，賃金を下げるのであった．しかし，

もしそれが人口を増やさないならば，その効果は賃

金を上げることである．なぜなら労働者階級の増大

した富は生活の改善を導き，もっと活気に満ち教育

のあるより大きな稼得力をもった人々を生み出すか

らである．だから賃金も上昇する．これが「相違の

中心点」であった．（Marshall（1893）p．249）

　この委員会におけるマーシャルの証言全体の基礎

にあるのは以下のことであった．1834年の問題は

被救済民（pauperism）であったが，1893年の問題は

貧困である．「人は悪い住環境に住まわせられるべ

きでない．極端な貧困は罪としてではなく，国家に

とって非常に有害で耐え難いことと見なされるべき

である．彼自身のせいであれそうでないにしろ，実

際に国家の福祉に貢献する家庭をもつことができな

いすべての人は，国家の権威のもとに新しい生活形

態に移されるべきである．我々は今それをすること

はできない．倫理的力がないのである．」1834年に

は，救貧行政のために利用できる訓練され，た労働者

階級の知性ある人がいなかった．1893年号労働行

政。福祉行政のために利用できる労働者階級の知性

はほとんど過去60年の，より大なる程度において

過去20年間の所産であった．1834年と1893年に

おける問題状況はまったく異なっており，「ほとん

ど両極の如くに分かれている．」（Marsha11（1893）

pp．244－5）

　「産業報酬会議」に付論として提出された「賃金に

関する理論と実際」で言うように，賃金に関する旧

世代の経済学者と新世代の経済学者との大きな違い

は以下の点にあった．双方とも賃金は資本から支払

われると考える．しかし，旧派の経済学者が，賃金

はその支払のためにあらかじめ用意されている資本

額に限定されているかのように論じるのに対して，

最近10～15年間の新世代の経済学者は別様に考え

る．すなわち，新世代の経済学者は，産業の効率が

上昇してより多くの物が生産されれば，すでに手中

にある資材はもっと速く利用され，また新たな資材

がすぐに補充され，より高い賃金が直ちに支払われ

ると考える．新しい世代の経済学者は，賃金が資本

によって制限されるとは考えず，資本が増大する毎

に賃金が上昇すると論じた．なぜならそれは産業の

生産性を上昇させ，労働を求める資本家の競争を増

大させて，全生産物のうち，資本が労働に譲らねば

ならない部分を増大させるからである．（Marshall

（1885b）pp．73－4）

　リカードは，賃金が生活必需品を満たす以上に上

昇すると，人口が急速に増加し賃金の「自然法則」

によって単なる必需品をまかなうだけの水準に釘づ

けにされると考えた．こうした賃金基金説に対して，

高賃金がそれを受け取る人々だけでなくその子孫の

能率をも向上させるという研究が，ウォーカーはじ

めアメリカの経済学者によって進められ，高賃金労

働は能率が高く，費用としては高い労働でないとい

う事実にますます注意が払われるようになった．マ

ーシャルは『経済学原理』第6編の分配の予備的考

察を次のように結論する．「賃金の上昇は，それが

不健康な状態のもとで得られたものでない限り，ほ

とんど常に次の世代の肉体的，知性的，いな道徳的

な力さえも強化し，他の事情に変わりがなければ，

労働によって得られるはずの一得の増大はさらにそ

の上昇率を高める．」（Marsha11（1890）p．532，馬場

訳IV，　P．40）
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　マーシャルによれば，労働者階級の生活水準の向

上こそ，労働者の知性，活力，あるいは能率，生産

性を引き上げ，その結果として国民分配分の増大，

賃金稼得の増大，そして生活状態の改善，および子

弟の教育水準の向上，労働者の資性を向上させ，有

機体としての国民経済は累積的に成長する．すなわ

ち，生活水準の向上は，労働者の貧困を排除し，人

的投資，教育によって労働者の能力を開化させ国民

経済を成長させ，労働者の資性向上と国民分配分の

増大を相互に増進させるのであった10）．

　　たまたま社会の底辺にいる両親の間に生まれた

　というだけの理由で，天賦の才能を低級な仕事に

　空費してしまうという無駄ほど，国富の発達に有

　害なものはないであろう．わが国の学校，とくに

　中等教育の学校を改善し，勇働者階級の有能な子

　弟たちが上級の学校へ進学し，この時代が与えう

　る最高の理論的および実際的教育を受けられるよ

　うに，広範な給費生制度を導入するなら，これほ

　ど速やかに物的富の増大をもたらす改変はないだ

　ろう．

　　教育投資は大衆にとっても他の投資で一般に得

　られるより大きな収益機会がある．この投資のた

　めに，無名のまま世を去ったであろうような人々

　に，その潜在的な能力を顕在化するに必要な端緒

　を与える場合が多い．（Marshall（1890）p．212，　p．

　216，馬場訳II，　pp．180－81，　pp．185－6）

　1905－9年の「救貧法および窮乏救済に関する王立

委員会」は，審議の過程で経済学者のアドヴァイス

を必要とし，1907年に委員の一人スマートを通して

マーシャルに援助を求めた．しかし，マーシャルは

依頼に直接応えず，翌1908年に彼を継いでケンブ

リッジの経済学教授になるピグーに救貧法委員会で

の任を託した．マーシャルはこの年「経済騎士道の

社会的可能性」を発表し，生産の改善と国民分配分

の増大を基礎に，イギリス経済の成長とそれがもた

らす社会改革の賢明な方策のための財政手段につい

て楽観していた11）．

　マーシャルの主張は一般的な原則で，救貧法の諸

問題の具体的な分析と勧告はピグーに任された．

「救貧法による救済の経済的諸側面と諸効果に関す

る覚え書き」が，ピグーによって救貧法委員会に提

出された．それは委員会の証言に言論として収録さ

れたが，ピグー自身は証人として喚問されることは

なかった．「覚え書き」はマーシャルの思考の繰り
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返しであった．ここではピグーはまだ失業問題を取

り扱うことはなく，貧困者の救済に問題を限定し，

救済の様々の方法の経済的効果を評価しようとした．

ピグーの基準は様々の政策が国民分配分に及ぼすで

あろう効果であり，国民分配分の規模が他のすべて

の社会的便益に必要な基礎だと考えていた．問題の

中心は，富者から叡山への富の移転が生産のインセ

ンチィヴにしたがって国民分配分に及ぼす効果を確

定することであった．彼によれば，1834年救貧法の

原則，すなわち貧民の状態は国家の援助によって，

自力で何とかやっている最下層の労働者の状態より

も快適にすべきでないという劣等処遇の原則は，神

聖でも永続的でもなく，その後の経済成長によって，

最低の生活維持品（minimum　provision）を最下層の

不熟練労働老のそれよりもよくすることは，もはや

国民分配分にとってそれほど有害ではなかった．

「マーシャル教授が述べたように，我々は1834年目

可能であったよりも……1907年には貧者に対して

はるかに多くのことをなしうる」のであったL2）．

3．オクスフォード・エコノミスト

　歴史・倫理学派の伝統

3．l1880年代のイギリス経済学

　歴史・倫理学派の思考が国際的に波及するなかで，

フォクスウェルは，1887年に創刊間もない伽芦

陀7砂．ノb％瑠α1q〆Eooηo〃zゴ6∫に「イギリスにおける

経済学の動向」を寄稿した．それによれば，経済社

会認識において理論的批判，歴史的方法，および人

間主義的感情という3つの方向の進歩があり，近年

の経済学の発達は独立ではあるが対立的でないそれ

ら3老の共同の所産であった．その第1は強力で本

質的に科学的要具である数学的分析の使用であり，

『経済学の理論』においてジェヴォンズによってイ

ギリス経済学に導入された．この本とクールノーの

分析を拡張したマーシャルから，イギリス経済学は

過大に評価することの困難な刺激を得ていた．

（Foxwell（1886）pp．87－8）

　経済学の発達に影響を及ぼしている2つ目のもの

は，「非常に顕著できわめて有望かつ力強くこの時

代を特徴づける影響力をもっている」ので，他の協

力的な2つのものを目立たなくさせ，しばしば旧い

経済学から新しい経済学を区分するすべてのものを

代表するかのように受け取られていた．広い意味に

おける歴史的感覚，社会進化思想の把握は，それが

意味するあらゆる帰結とともに新しい動向における
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最重要な影響力であった．それ’は歴史的，法制的研

究からくる本来の刺激であるヘンリー・メイン，タ

リフ・レズリーに加えて，コント，スペンサー，ダ

ーウィンによって社会的類推において解釈された生

物学的研究の影響，およびドイツの形而上学的発展，

ブルードン，マノレクスの社会主義的批判の影響を含

んでいた．そして3つ目の影響力は，経済生活及び

制度の道徳的・人間主義的批判であり，奴隷制廃止，

工場法の制定，新救貧法の廃止運動，キングズレー，

モーリスおよびキリスト教社会主義者一般による労

使協同原理の導入の試みに代表された．フォクスウ

ェルによれば，理論家，歴史家，倫理家は相互に助

け合い，3つの研究の方向は分離し個別化している

のと同じくらいにその収敏も顕著であった．このこ

とは，たとえばアメリカのウォーカー，イギリスの

ジェヴォンズおよびマーシャルのように，「とくに

どの学派というのがむずかしい経済学老」がいると

いう事実のうちにも見られた．（Foxwe11（1886）pp．

88－91）

　フォクスウェルは，イギリスの経済学徒に最も影

響力があった著者として，ウォーカー，マーシャル，

ジェヴォンズ，シジウィック，タリフ・レズリー，

ラスキン，およびドイツの社会主義者たちを上げ，

このグループの様々のメンバーの間にいかに外見上

の不和があろうと，「新しい経済学派」（new　schooI

of　economy）は，何の不一致，矛盾もなく，彼らす

べての教えの最良の部分を融合していると述べる．

この学派の立場はドイツのワグナーの立場に近く，

「新しい学派は，経済学という実証科学が道徳性お

よび正義と独立に，原理において純粋に厳密で機械

的に構成されうるという旧派の考え方とは関係がな

い」のであった．新しい学派が追放したのは，レッ

セ・フェール政策よりも，機械論的で倫理的でない

経済学であった．人間はその産業活動において，彼

の個人的関係におけるのと同様に志操正しく行動す

べきで，「市場の状態」だと言って人間性の通常の義

務から逃れることはできない．もし市場の状態が不

公正を導き社会的敗残老の群れを膨らませるようで

あれば，そういう状態は修復，改正され，なければな

らない．「もしも競争が経済関係の基礎に残るもの

とすれ’ぱ，社会は，競争が正義と人間性というもっ

と旧く深い原理を破壊しないように，それを食い止

められるようにしておかなければならない」のであ

った．（Foxwell（1886）pp．100－2）

　新しい学派，新世代の経済学者における経済と倫

理，実証性と規範の関係をもう一度目ーシャルによ

って確認したい．マーシャルによれば，

　　「貨幣」ないし「一般的購買力」ないし「物的富

　に対する支配権」は経済学がそれをめぐって展開

　される中核を形づくるが，それは貨幣ないし物的

　富が人間の努力の目標となるとか，経済学者の研

　究の主題となるとかいうためでなく，現在の世界

　においては，それが広範に人間の動機を計測する

　便利な手段となるためである．もし旧派の経済学

　者がこの点を明らかにしておいたなら，彼らが悲

　しむべき誤解を多く受けることはなかったであろ

　う．カーライルやラスキンの人間の追求すべき正

　しい目標と富の正しい用途に関するすばらしい学

　説が，経済学は富に対する利己的な欲求以外の動

　機を取り扱っていないとか，経済学は冷酷な利己

　的な政策を唱道しているとかいった誤解にたって，

経済学に対して激しい攻撃を加えたりその教説を

　損じるようなことはなかったであろう．（Mar－

　sha11（1890）p．22，馬場訳1，　p．28）

3．2「使徒アーノルド」とグリーン

　オクスフォードにおけるトインビーの最も優れた

学生の一人であったアシュリーによれば，「近代社

会主義にはっきりと善の要素を認め，国家の機能の

注意深い拡大に最も有効な革命の防止策の一つ」を

みたトインビーは，ドイツ社会政策学会の「講壇社

会主義者」に近かった．わずか31才で生涯を閉じ

たオクスフォードの「熱情的社会改良家」トインビ

ーは，ある同時代人によって「使徒アーノルド」と

呼ばれた．1883年初め彼が脳炎で急逝した時，ブリ

ストルにいたマーシャルはベイリオルに招聰された

が，マーシャルもトインビーを高く評価した．トイ

ンビー基金の最初の出版物であるプライスの『産業

平和』（1887年）への序文で，マーシャルは，オクス

フォードに劣らずロンドンでもケンブリッジでも，

トインビーは「大いなる思想運動の金言」「新しい社

会秩序の創設者」としてよく知られていると書い
た13）．

　トインビーは多くの時間を大学拡大講座を通じて

労働者教育に割いたが，彼の後半性を支配したのは

貧困問題すなわち労働老階級の生活状態であった．

トインビーの「追憶」を書いたベイリオル時代の親

友ミルナー卿によれば，70年代末には一方で労働老

大衆からの新しい要求，他方で有産者の側における

新しい責任の自覚という「社会的な大変動」があっ
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た．社会改良あるいは進歩の出発点としての「知識

人および有産者の間における罪の意識」は，ポター

によれば，トインビーに特に顕著で，『イギリス産業

革命史論』の立脚点もそこにあった．トインビーの

『イギリス産業革命史論』は，彼の死の翌（1884）年，

アシュリーとキングによる講義ノートをもとに出版

され，若いオクスフォード・エコノミストや社会改

良家に強い影響を与えた．「産業革命の帰結は，自

由競争が富を生み出すけれども福祉を生み出さない

ことを立証した」のであり，それ，は富の増大ととも

に貧困の増大，生産者大衆の窮乏化をもたらす社会

革命であったとする彼の議論は，周知のように，そ

の後ハモンド夫妻に受け継がれ，ウェッブ夫妻，R．

H．トーニィ，G．D．　H．コールのような経済史研究

の「改革派」グループを生みだした14）．

　社会改良のために経済学者になったトインビーの

生涯は，自分の師でもある道徳哲学老T．H．グリー

ンによって表明されたオクスフォードの宗教的，知

的，社会的理想主義の伝統を集約していたという．

それは，功利主義とマンチェスター派に対するカー

ライルやラスキンの抗議に重なるものであったが，

グリーンは，個人の自由だけでなく社会的で「積極

的な」自由を促進するために集合的な制度および政

府の力を用いようとする新自由主義の推奨者であっ

た．当時のオクスフォードはカント，ヘーゲルの理

想主義，社会有機体説の影響が強く，国家あるいは

社会が個人に先行し，人間社会の目標は，私的個人

の満足だけでなく「公共善」の追求だとされた．人

間は「社会」の中ではじめて真の自由あるいは「道

徳的解放」を見いだすことができ，道徳的行為は，

単に個人の徳行の中にではなく，個人の意志をより

広い有機的全体の規則と福祉に一致させようとする

ことの中にあると主張された15，．

　このような環境の中で，1886年に社会科学クラブ

やオクスフォード経済学会が組織され，ウェッブを

はじめフェビアンの報告もしばしば行なわれた．や

がて社会問題の研究・討論のために組織されたキリ

スト教社会連盟オクスフォード支部が中心になって，

1891年1月，イギリスで最初の経済学雑誌Eco一

η0彿∫61～θ毎θωが創刊された．アシュリー，ヒュイ

ンズをはじめ，キャナン，プライス，ホブハウス，

リュエリン・スミス，ホブソンなど若いオクスフォ

ード・エコノミストが結集するこの経済学会は，ア

シュリーのセリグマン宛の手紙によると，前年にド

イツ帰りの若い経済学者によって創設されたアメリ
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力経済学会を意識し，それとの協働を望んでいた．

新世代の官僚を生みだしたのは1880年代のオクス

フォードだというが，後述するように，リュエリ

ン・スミスは1883年にオクスフォードに入学し，

数学で優等を修め1886年には「国家社会主義の経

済的側面」でコズデン賞を獲得しだ5）．

3．3ボブソンと新自由主義：貧困観の旋回

　オクスフォードの知的伝統は「異端の経済学者」

ホブソンによって展開され，た．彼は，「生のほかに

富はない．……最も多数の気高く幸せな人たちを養

う国がいちばん豊かな国である」というラスキンの

人間主義的経済学の影響を強く受け，後にr富と

生：価値の班究』（1929年）で，経済的価値と人間的

価値，富と生活の関係，人間的福祉を追求する独自

の厚生経済学を展開した．ラスキンニホブソンの人

間主義的厚生経済学の検討は今後の課題とし，ここ

では20世紀初頭の社会福祉立法の展開に理念的基

礎を与えた新自由主義について簡単に触れたい．

　ボブソンは，ロイド・ジョージの「人民予算」が

提議され，自由党政府による社会福祉立法が進む渦

中で書かれた『自由主義の危機』（1909年）で次のよ

うに言う．老齢年金，賃金委員会，職業紹介所など

20世紀初頭の防貧および保険の提案に示された自

由党の新しい政策パッケージは，以前にはなかった

「社会改革の有機的（organic）政策」であり，「社会進

歩の有機的計画」であって，自由党政治の新たな意

識を強く表現している．また『社会問題』（1902年）

では「社会進歩の科学とアート」を主題とし，個人

主義的で快楽主義的であり，方法においてまったく

定量的な旧来の功利主義から明瞭に区別される「社

会的効用（social　utility）の科学とアート」を問題に

した．そして，あらゆる形態の富の生産およびあら

ゆる形態の価値の決定において，社会的協同の演じ

る役割を追求した．ホブソンの新自由主義は「機会

の平等」に積極的な意味を与え，重要な経済的改革

の必要をはっきりと構想に入れると同時に，グリー

ンの次のような主張を継承していた．「我々が社会

の進歩を自由の増大で測る時，その尺度とするのは，

社会の成員に賦与されているものと信じる社会的善

に寄与するこれらの力の全体としての開発と行使，

要するに，集団としての市民が自己を最大限・最高

度に活かす力の増大なのである1η．」

　ボブソンは，貧困は常に個人の人格的欠陥と結合

しており，失業者はすなわち雇用不適格老であると
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いう「慈善組織協会の社会哲学」を打破し，貧困を

生み出す社会経済的な撃力の存在を問題にする．慈

善組織協会の謬見は個人主義と自助原則を厳格に強

要する個人主義的社会観から出てきたもので，彼は

それを「単子論的社会観」と呼んで批判した．それ

は，精神的紐帯を構成している個々人の意志の間の

有機的関係についてはなんら顧慮することなく，社

会を個々人の意志にもとつく独立した行動のなかに

具現化され，たものとみる．（Hobson（1909）p．207）

これに対してホブソンは社会を一つの有機体とみな

した．「社会は，その個別成員の生活，性格，および

目的に還元してしまうことのできない一つの共通の

精神的生活，性格，および目的をもっているという

意味において，まさしく一つの道徳的・理性的な有

機体とみなされる．」この認識のもとに，社会におけ

る「一般意志」の存在を認め，それによって支持さ

れる「公共の善」を追求するところに，国家の責任

と個人の義務があると考えた．（弼4．p．73，　p．76）

　ホブソンによれば，「個人生活と私企業に関する

国家の新しい概念」は社会主義ではなく，「自己発展

のための均等な機会を供給することに含まれる個人

の自由を全面的に評価し理解している点で，以前の

自由主義との連続性」をもっていた．（狛毎．p．　xii）

「貧困に対する有機的な治療法」とは機会の均等化

にほかならないが，個人の自己発展のための機会均

等は経済的正義の実現なくしては幻想に過ぎない．

「経済的正義の自己主張を発見し，擁護し，成就する

こと，これが貧困にたいする唯一の根本的治療法」

であった．貧困の主要な原因は機会の不平等にあり，

機会の均等を実現することによって個々人は自己発

展の可能性を見いだせる．そのような機会の不均等

が，一方で生産能力の浪費を，他方で分配の欠陥ま

たは消費能力の浪費を生んでいた．「ひとたび機会

均等が実現されれば，現在の富の一層改善された分

配のみならず，国民の生産性の驚異的な増大をもた

らす．閉ざされた機会は麻痺した精神，元気のない

努力，型にはまった活動を意味するが，開かれた機

会は活力を盛りたて，進取の気性を鼓舞し，進歩を

促進させる．」（’∂曜．pp．164－5，174－5）貧しい労働者

階級の生活の物質的条件はその人の効率性を達成す

るのに適していない．彼らは肉体的および精神的成

長を妨げられるだけでなく，もっと有害なことに，

「人間の意志を台無しにされ，性格の根源を掘崩さ

れ，る．」「この道徳的害悪こそ社会が貧老に対して犯

した最大の罪」であった．（弼4．p．165）

4．ウェッブ夫妻と国民最低限

　（Nationai　Minimum）

　ボブソンの『自由主義の危機』が出た1909年は，

その前年に老齢年金法が成立し，その年にはべヴァ

リッジの『失業』，そしてウェッブ夫妻による『救貧

法委員会少数意見報告』が出た年でもあった．r少

数意見報告』はその第1部「救貧法の解体」の冒頭

で次のように述べている．1905－9年の救貧法委員

会が「イギリス救貧法史の画期をつくる」ものであ

ることは間違いなく，1834年以来初めて，救貧法に

関する公的調査が「1834年原則に口先だけの敬意す

ら払わずに」終了した．18人の委員は，全員一致し

てイギリス救貧法および救貧法制度をそれに最も特

徴的な原理のすべてと共に「一掃する」よう勧告し

た．（Webbs（1909）p．　ix）この救貧法委員会は，「旧

理念と新理念との間の戦場，極貧を救済する救貧法

と不幸を防護する多様な援助，すなわち福祉国家の

前兆との間の戦場」であったと言われ，，イギリス社

会福祉の歴史において，1834年原則の終焉ととも

に，ナショナル・ミニマムの理念を基礎にした防貧

システムを構築しようとする新時代の開始を画する

ことになった18）．

　ナショナル・ミニマムすなわち国民生活の最低基

準原則は，周知のようにウェッブ夫妻によって『産

業民主制論』（1897年）で提唱され，『防貧論』（1912

年）で詳細に展開された．夫妻はr産業民主制論』の

1920年版（14版）への序文で次のように言う．「1897

年にはほとんど我々だけの提案であったものが，過

去20年間に経済学者の全般的支持を得て，ナショ

ナル・ミニマムの政策の必要な基礎として連合王国

内にほとんど共通の合意として受け入れられてき

た．」（Webbs（1897）p．　ix）ピグーは『富と厚生』の第

3部「国民分配分の分配」の後半で相対的富者から

貧者への移転が国民分配分に及ぼす影響を論じた後，

終章を「ナショナル・ミニマム」とし，経済的厚生

を増大させるうえで，どの程度のナショナル・ミニ

マムを実現することが適切かを論じた．（Pigou

（1912））しかし，ウェッブ夫妻がいうように，今世紀

の社会史は，立法および行政におけるナショナル・

ミニマム政策の「明言されない，しばしば気のない

採用」によって特徴づけられていた．老齢年金法や

ロイド・ジョージの大胆な国民保険計画は何度かの

改訂にもかかわらず，いまだ不十分で最終的なもの

ではなかった．また諸々の教育法は成立したけれど
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も，教育および児童養成のナショナル・ミニマムも

十分に効果的な実施からはほど遠いし，賃金労働者

に衛生および安全のナショナル・ミニマムを確保す

る法律，行政もうまくいっていなかった．（Webbs

（1897）pp．　ix－xii）

　『産業民主制論』は，勝働組合の構成，機能，理論

の3編から構成され，政治上の民主主義に対応する

産業上の民主主義について論じ，その担い手である

労働組合運動の理論を展開したものであった．「国

民最低限（National　Minimum）」は，その第3部

「労働組合理論」第3時置労働組合の経済的性格」の

（e）節で，それは（d）節「寄生的産業」を受けて書か

れており，「国民最低限の目的は，産業上の寄生の弊

害から社会を保護」し，「国民の産業の最大限の効率

を確保する」ことであった．（伽4．pp．774，789．邦

訳pp．948，967）ウェッブは労働組合との関係にお

いて最低労働条件の保障を主張し，その国民最低限

の政策は「労働者をして生産者ならびに市民として

の実力を有する状態に維持せしめることと相容れな

いような一切の雇用条件の禁止」であるとした．

（弼4．p．771．邦訳p．941）

　19世紀において，産業上の寄生のきわめて顕著な

形態は児童労働の雇用であった．ウェッブによれば，

寄生を防止するためには，少年少女を日々の生活資

料で満足する独立の富の生産者と見なさないで，21

歳までは発育と教育の適当な条件を供えることが最

重要である将来の市民および両親として考えなけれ

ばならない．国民最低限の政策は，幼少年者の場合

には，日々の生活と小遣との要求だけでなく，健康

にして実力のある成年を絶えず準備することを保証

するような養育条件の要求を意味するものであった．

（弼4．pp．770－1．邦訳p．941）

　また，衛生と余暇は，それ，だけで一国の労働者の

健康と能率を維持し産業上の寄生を防止することは

できない．雇主から見れば，生産費の増大はどれも

同じことだが，永続的な産業能率と国民の健康の維

持に関わる経済学者・政治家にとっては，適切な食

糧は，適切な労働時間と十分な排水設備と同じく重

要である．それゆえ，ナショナル・ミニマムの政策

は賃金にも適用されねばならない．（弼4．p．773．

邦訳p．946）

　　国民最低限の目的は産業上の寄生の弊害に対し

　て社会を保護することであるのだから，男子また

　は婦人のそれぞれに対する最低賃金は，国民の風

　俗習慣に従って，体質の低下を避けるのに生理学
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上必要とされる衣食住の費用に関する実際的研究

によって決定される．（倣1．pp．774－5．邦訳p．

948）

　ウェッブはこうした労働組合におけるコモン・ル

ールの方策を，産業全体から社会に広げることを提

唱する．産業全体に共通の最低基準を強制すること

は退化を止めるだけでなく，あらゆる仕方で産業上

の効率に貢献する．社会においても同様で，コモ

ン・ルールの考えを産業から社会全体に広げ，ナシ

ョナル・ミニマムを規定することによって，いかな

る産業であれ公共福祉に有害な条件のもとで営まれ，

ることを完全に防ぐのであった．（弼4．pp．766－7．

邦訳pp．937－8）

　コモン・ルールの必要は社会的ピラミッドの底辺

において最も切なるものであった．

　　産業的ピラミッドに堅固な基礎を作り上げ，そ

　れより以下には，いかに圧迫が大きくても，どの

　部門の賃金所得者も押し下げられることのない様

　にすることはきわめて重要なことである．このよ

　うにコモン・ノレールの方策を産業から全国民にま

　で拡大すること一衛生と安全，余暇と賃金に関

　する国民最低限の条件を広く強行し，それ以下の

　条件ではいかなる産業も経営を許さないというこ

　と一は，その国の産業にとって，コモン・ルー

　ルの採用が各々の特定産業に対して及ぼしたのと

　同様の経済的効果をもつものである．

　　社会が必要とすることのすべては，いかなる寄

　生的労働も存在してはならないということに尽き

　る．すなわち，その社会が最下層の階級に対して

　生産者ならびに市民として十分で持続的な能率を

　維持するのに必要不可欠なものと決定した最低限

　より以下の条件では，いかなる雇主も仕事を提供

　することを許されないし，またいかなる職工もそ

　れを受け容れ，ることを許されるべきでないという

　ことである．（弼4．pp．789－90．邦訳pp．967－8）

　こうして，賃金所得者の全階級は，その最低部門

をも含めて，「コモン・ルールの方策を頑固に組織

的に使用して，生活水準をどこまでも　　もちろん

無制限というのではないが　　引き上げることがで

きる」のであった．この普遍的で注意深いコモン・

ルールの適用のなかに，経済学者は，近代の産業状

態に適応し賃金所得者全体に受け入れられ，同時に

国民的効率と国富を明らかに増進することとなる，
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労働組合運動の健全で一貫した理論を見いだすので

あった．（弼4．p．795．邦訳p．974）ウェッブは，何

れの方法が最もよく産業上の寄生を阻止するのに適

しているかという問題を確認し，次のように結論す

る．「社会の見地からすれば，すべての産業が雇用

されているすべての人に，少なくも衛生と安全，余

暇と賃金の国民最低限を供すべきであって，……こ

のような条件の下ではじめて，その国民はその産業

がその資本，頭脳および肉体労働を経済上最も有利

に応用し，それによって最も大なる「国民分配分」

を生産するような方向に向かうという保証を得られ

る．」（弼4．pp．801－2．邦訳p．982）

5．貧困から失業へ　リュエリン・スミスと

　商務省労働局

5．1貧困から失業へ

　社会的貧困が失業問題から解かれ，「雇用適格者」

が自活能力のない者から区別されるようになったの

は1880－90年代であった．フォクスウェルは1886

年に「雇用の不確実性は，労働の要求の……中で第

一位を占める」と書いた．失業の分析が主要な社会

問題として一般的な貧困問題にしだいにとってかわ

り，1895年にはボブソンが「「失業」の意味と測定」

の中で「非自発的失業」（involuntarily‘unemplo－

yed’）という用語を用いるようになった．また1880

年代の終わりに，チャールズ・ブースが記念碑的な

ロンドンの貧困調査を行い，ごく少数の堕落者を除

いて，労働市場の底辺における失業は大部分悪しき

産業組織の所産であると論じた．1895～96年の議

会における「雇用不足から生じる困窮」を調査する

一連の委員会は，問題を社会的議論の前面に押しだ

し，失業という言葉も1896年には社会的用語にな

った．これらの委員会での専門家の証言は，続く20

年間における失業問題に関する思想構成を形作るこ

とになったが，とくにブース，および以前に彼の助

手をし当時は商務省労働局の長となっていたりュエ

リン。スミス（Hubert　Llewellyn　Smith）の証言は

重要であった19｝．

　『失業と政治：イギリス社会政策史，1886－1914

年』を書いたジョセ・ハリスによれば，1870－1914

年の間，失業はいかなる標準的な経済学の大著のな

かにも明示的な問題としては出てこない．1890年

代半ばから出てくる失業に関する数多くの報告書，

論文，書物のなかで，大学の専門的な経済学者によ

って書かれたものはほとんどない．それらはチャー

ルズ・ブース，リュエリン・スミス，ベヴァリッジ，

オールデン（Percy　Alden），ボブソン，　J．　M．ロバー

トソンのような社会改良的官僚，ジャーナリスト，

異端者によって書かれ，ピグーが啓蒙書として書い

たr失業』（1913年）は，唯一の例外であった．

　諸委員会等で雇用の不足を説明するマーシャルの

努力は主要な理論的著作には反映されず，彼は失業

を経済問題としてよりも，倫理学，あるいは社会学

の主題として考えがちであった．ピグーの場合も類

似の事が言える．ピグーは『失業』を書き，1910年

前失業に関するパリの国際会議で「非自発的怠惰

（1’inactivite　involontaire）の問題」について講演し

た．彼は『救貧法委員会少数意見報告』で提示され

たウェッブ夫妻の国民最低限を政策化するための理

論的基礎を構築しようとした．その成果が『富と厚

生』（1912年目で，それは厚生経済学の歴史における

主要な著作であるが，失業の存在はほとんど言及さ

れていない．失業の防止はウェッブ夫妻の国民最低

限原則の柱石であり，ピグー自身，教授就任講演で

「20世紀に失業者が餓死するなどという事は許され，

ない」と言明したにもかかわらずである．マーシャ

ルやピグーの経済学にとっては，失業よりも貧困こ

そが枢要な問題であり，失業を解消するための労働

市場への介入よりも所得の再分配が経済学の主要な

課題であった20）．

　広範な思想の動き・知的潮流のなかで，ケインズ

以前の失業についての思想はどのように発展したの

だろうか．古典派経済学の基本的な枠組みを暗黙裏

に受け入れるが，しかし労働市場の多くの問題　と

くに失業を新たなより積極的で「介入的」光のなか

で再解釈しようとする統計的・行政的な思考が成長

していた．マーシャルやピグーのような主流派経済

学者，ラスキンやボブソンのように古典派経済学の

基本命題を否定し過少消費を問題とした異端者とも

異なって，失業を社会福祉，産業組織および公共行

政の問題としてみた第三の潮流すなわちハリスが言

う「理性主義的官僚」（Rationa1・Bureaucrats）が存

在した．失業問題への「行政」的対応は，その主要

な関心が抽象理論でなく，貧民及び貧困問題に日常

的に当面するなかで失業に関心をもつようになった

官僚によって発展した．彼らは失業の研究だけでな

く失業者を扱う制度上の救済策に関心をもった．彼

らはそれを何よりも行政手段によって労働市場を合

理化する問題として考え，後に失業の研究を公共投

資と消費者需要に関連させて革命化するマクロ経済
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分析には周辺的な関心をもっただけであった21）．そ

の動きを最もよく代表するのがオクスフォード・エ

コノミストから商務省の官僚になったりュエリン・

スミスとべヴァリッジであり，後者の『失業：産業

の問題』（1909年）はその到達点で，ケインズ以前の

失業の経済学の古典となった．

5．2　リュエリン・スミスと商務省労働局

　1914年以前のイギリス社会・労働行政の発展に

おける顕著な特徴は，商務省が労働政策の形成，主

導，施行を独占した程度であった．賃金委員会，職

業紹介所法，失業保険法など社会福祉の発端は商務

省労働局の異常なほどの発展に支配されていた．

1900～1914年の公務員支出全体の伸びは124％だ

ったのに対して，商務省のそれは595％，商務省の

予算全体の伸びは821％であった，従来の社会・労

働行政の慣行からいえば，賃金委員会は内務省，職

業紹介所，失業保険は救貧法行政を担当していた地

方行政局の管轄となるのが妥当であり，労働行政を

管轄する部局の不連続は明らかであった1こ口した

不連続を生んだのは労働統計局の誕生（1896年），労

働局の創設（1893年）を通した商務省における労働

統計の整備であり，そのなかで指導的役割を演じた

のが，最初の労働委員（Labour　Commissioner）とし

て労働局の創設を主宰し，1907～1919年まで商務省

次官であったりュエリン・スミスであった22）．

　1886年以前には，イギリスの労働の状態を客観的

に評価するために利用できる公式統計は「不十分で

混沌とし，処理できない」ものであった．それらは

大抵，諸委員会の証言，報告書，各種年次報告の中

にあったけれども，継続的で比較可能なデータとし

て取り出すことはほとんど不可能であった．労働問

題が顕在化し，労働者階級全体の福祉をモニターす

ることの必要が高まるのとともに，このような統計

的な不備はしだいに耐えがたいものになった．冒頭

で触れた「産業報酬会議」（1885年）でチャールズ・

ブラッドロー（Charles　Bradlaugh）は次のように述

べていた．「マサチューセッツ州には17年も前から

あるような労働統計局をもたないと，人々に満足の

いく公平な調停はとてもできない．」政府機関によ

る労働状態の系統だった統計調査は明らかにアメリ

カの発明であり，マサチューセッツの労働統計局は

その後国際化する重要な運動の端緒となった．社会

改革のために労働統計を整備する必要は，イギリス

でも労働運動の中で早くからジョージ・ハウエルら
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によって政府に進言されていた．彼が言うように，

労働問題に関する立法化の傾向は，政治家，慈善家，

学者，ジャーナリスト，官僚，市民が，多くの労働

問題のある側面を扱おうとする時に，いつでも「権

威ある情報と信頼できる統計」を得られる「労働統

計局」が必須であることを示していた23）．

　労働統計の問題は，より広い政府の行政統計一般

の改善というより広い分脈のなかで検討されるよう

になった．公式統計の整備は国際的な要因も含めて

様々の影響関係の中で進展するが，それを国内で推

進したのは商務省と王立統計協会であり，その中心

にいた人物が，ジャーナリストとして『スタテイス

ト』の創刊に参画し，事実上のイギリス中央統計局

とも言える商務省統計局の長も務めた有能な統計家

ロバート。ギッフェンであった．ギッフェンの「連

合王国の統計の収集と印刷に関する覚え書き」（1876

年）をはじめ，商務省のラック，ファラー，カーマイ

ケルらによる統計の原則，公式統計の整備，統括に

関する要請を受けて1878年に「公式統計に関する

委員会」が任命され，全体としてみた国民的統計の

中央あるいは総括的監督の不在をなくしていくこと

が検討された．統計的混沌の主要な責任は社会ある

いは議会の要請が行政各部所の要求の犠牲になって

いることだとされたが，この委員会による構造的改

革の勧告は消極的なものに止まった24）．

　ギッフェンの覚え書きは問題の所在をよく示して

いる．彼によれば，「統計は特定の諸部局の長の熱

心と名声に従い，時とともに変わる閣僚の関心に応

じて発展してきた．」「様々の部局の独立した行為は，

各々の統計表を比較に便利なように構成しようとす

る試みを妨げた．」戸籍庁の人口統計の年齢区分と

貧民・犯罪統計の区分，あるいは人口統計における

疾病の分類と衛生統計における分類とはまったく違

っていた．連合王国でもイングランド，スコットラ

ンド，アイルランドの統計は，それぞれが分離した

独立の行政官の下で作成され，各々の統計は比較が

できなかった．膨大な統計収集作業は，全体を統括

する観点からの統制のないままに行われていた．膨

大な統計書を総合的に調整し要約しようとするほと

んど唯一の努力が商務省統計局によってなされ，そ

こで統計要覧（statistical　abstract）が作成され，連

合王国，植民地，諸外国に関する主要な統計事実が

分かりやすく年次の系列で示されていた25），

　全国的統計整備への動きは，商務省の官僚の支援

を受けて，1885年の王立統計協会の五十周年記念を
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機に推進された．五十周年を記念する会議で，ロー

ソン・ローソン（Sir　Rawson　Rawson）は王立統計

協会会長およびこの年に創設された国際統計協会

（International　Statistical　Institute）の会長として

開講講演を行った．その機会を用いて彼は，ヨーロ

ッパやアメリカにおけるように，イギリス政府が連

合王国データの調整を統括するよう提案した．多く

の国では特別の委員会あるいは部局が国民的統計の

収集および要約のために設立され，公式統計の統一

性および包括性は高まり，年次あるいは定期的な統

計書が刊行されていた．諸外国の例は改良を推進す

る人々が繰り返し引き合いに出したところであり，

王立統計協会も国際統計協会という外圧を利用した．

ローソン・ローソンは「産業報酬会議」でも，マサ

チューセッツの例に倣ってイギリス政府が社会統計

整備の重要性を認識するよう訴えていた26｝．

　すでに述べたように，王立統計協会五十周年記念

の年は統計協会の協力を得て「産業報酬会議」が開

かれた年でもあった．二の会議の主要な参加者の何

人かは商務省労働局創設の主宰者であったし，上述

のブラッドローに代表されるように，この会議は客

観的な議論のための統計的基礎が欠けていることを

強く示していた．資本と労働双方の要求に適正な判

断を下すために産業及び労働の統計は不可欠であっ

た．ブラッドローはこの会議の後，「労働統計：雇

用者および被雇用者に対するその効用」を書いたが，

それは「産業報酬会議」での議論を踏まえて，産業

と労働の諸側面に関する統計を収集，整理するため

の部局創設を提案するものであった．そしてブラッ

ドローは，1886年3月2日下院でアメリカおよびカ

ナダにおける労働統計の収集方法に注意を喚起して，

動議を提出した．「この下院の意見において，わが

国における労働統計の完全で正確な収集と公刊を保

障するための速やかな手段が採られるべきであ
る27）．」

　当時の商務大臣はマンデラであったが，間もなく

労働統計局が商務省内に設置され，ジョン・バーネ

ットが労働通信員（Labour　Correspondent）に任命

され，1886年10月から仕事を始めた．しだいにス

タッフも増え，王立労働委員会における労働統計を

めぐる議論，統計協会におけるD．F．シュロスの

「労働局の再編」の訴えもあって，1893年に独立の

労働局（Labour　Department）が誕生した．それは

機構上，商業，労働，および統計部門（Commercia1，

Labour，　and　Statistical　Branch）の一部で，部門全

体の総括的監督者にギッフェン（商業局の長）が，そ

してリュエリン・スミスが最初の労働委員として労

働局を直接に監督する長に任命された．1893年1

月2日の『タイムズ』は労働局の誕生を社説と論説

で大きく取り上げた．新しい労働局の方向はリュエ

リン・スミスとともにあり，「多くは彼が構想する

仕事の内容と彼がその理念を可塑的な機関にうまく

植え付けられるかどうかにかかって」いた28）．

　1864年にブリストルで生まれたりュエリン・ス

ミスは，1883年，トインビー＝グリーンの理想主義

思想による社会改良運動の最中にあるオクスフォー

ドに進んだ．社会科学クラブやオクスフォード経済

学会に加えて，スミスを強く引きつけたのはやがて

トインビー・ホールに発展する大学セツルメント，

および1886年に労働統計局の設置とともに労働通

信員に任命されてオクスフォードに来たバーネット

との出合いで，バーネットは若いエコノミストに労

働市場の組織に対する大きな刺激を与えた．社会統

計家としてのりュエリン・スミスの初期の主要な貢

献はブースの貧困調査へのそれであり，農村人口の

ロンドンへの流入に関する彼の分析は広範な注意を

惹いた（ブース編『ロンドンの民衆の生活と労働』3

巻3章）．社会学者，統計家としてブースのために

働いたことのスミスへの効果は甚大で，彼らは新し

い経験的社会学を共に主導し，それは統計的枠組み

をつくり出すことによって社会政策の基礎を変革す

ることになった．社会データへの相互の関心はウェ

ッブ夫妻とも親しくさせたが，ベアトリス・ポター

はシドニー・ウェッブと婚約するまでは，スミスを

協力者に考えたほどであった．リュエリン・スミス

は王立統計協会，商務省を通して，学会および政府

の主要な統計家と接触し官庁統計の改善に貢献した．

1890年11月にはイギリス経済学会の形成にも参画

し，商務省のギッフェンの部屋で開かれた創設のた

めの会合に参加した．当時の彼の名声は，1890年

12月マーシャルの勧めでオクスフォードの経済学

教授の候補者になるほどであった．彼は1910年に

は科学振興協会経済部門の会長となり会長講演「経

済保障と失業保険」を行ったが，それは翌年の失業

保険法の基礎となった．1919年に商務省の次官を

退いた後，彼は1928年まで政府の主任経済アドヴ

ァイザーであった29）．

　リュエリン・スミスは，労働局の自分の配下に労

働通信員および調査員として，バーネットをはじめ

労働界でエコノミストや統計家として知られた専門
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家をおくことができた．その中には，女性の労働状

態に関する専門家で労働委員会の委員補佐でもあっ

たクララ・コレット，産業報酬，苦汁，協同，利潤

分留などの専門家で経済学会の創設メンバーでもあ

ったD．F、シュロス，農業労働の専門家A．W．フ

ォックスなどがいた．1893年5月から月刊でrレイ

バー・ガゼット』（Labour　Gazette）を出し，、80α7ゴ

σ丁目庇∫o％吻α♂を補うことになった．労働局は，

当面する問題の変化に対応して様々の専門家を補充

し，世紀が変わると労働者階級の購買力，消費パタ

ーンなどに調査の焦点を移し，賃金率，生活水準，

生計費指数などの作成のため賃金・物価統計の専門

家A．L．ボウリーと理論家のG．U．ユールを雇っ

た．さらに失業対策が政治の中心になるとドイツの

社会立法に詳しいW．H．ドーソン，そしてベヴァ

リッジ，さらに最低賃金法が切迫してくるとLSE

の苦汁労働の専門家G．T。ライトを雇った30）．

　19世紀の大半を通して内務省が管轄していた労

使関係の規制，労働行政に，商務省が直接関与した

のは1886年以降であり，その転換の背景は双方に

おける労働統計の整備の相違であった．労働問題が

社会的に表面化したとき，内務省は行政の基礎にな

る統計の整備において非常に遅れていた．1889年

にその産業局には一人の統計専門家もおらず，形式

的な年次報告を別にすれば，工場監督官は実地の作

業から得られる巨大なデータを校合しようとせず，

内務省は様々の統計データを利用できる形に整理す

る機関としての能力がなかった．1896年の労使調

停法が商務省の保護の下に通過し，労使関係は主と

して労働局の責任となった．決定的な要因は労働局

が，交渉を進め合意が得られる関連データを提供す

る力があったことである．ストライキ，ロックアウ

ト，雇用，賃金等の統計，もっと一般的な経済統計

への容易な接近によって，産業争議にふさわしい認

知された情報局として，労働局は必要な要請に応え

ることができた31）．

　必要なデータと専門的知識は労働局にあった．コ

レットやシュロスなど何人かの指導的人員はブース

調査に加わっていた．また『レイバー。ガゼット』

のためのデータの整理・要約，労使調停法の施行な

どを通して，労働局は問題の全側面，外国人の流入

から最低賃金を決定する複雑な過程まで把握するよ

うになった．それは統計的な堪能さがもつ行政上の

主導性の帰結であった．リュエリン・スミスの指導

の下に失業の原因，効果，可能な救済策への網羅的
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な調査が行われ，『失業者を扱う機関および方法に

関する報告書』（1893年）が作成され，また1895－6年

の「雇用不足から生じる困窮に関する委員会」での

証言等を通して，彼は近代的な失業分析の開拓者と

なった．大規模な社会立法の前夜に，商務省だけが

情報に基づいた討議と政策の定式化のための基礎を

準備する統計データと専門家を持っていた32），定：量

化する能力こそ商務省が労働問題でヘゲモニーを増

大させる上で根本的重要性をもったのであり，リュ

エリン・スミスが賢明に指導したこの能力が，大規

模な社会改良計画の発端を商務省が支配する事を可

能にしたのであった．

6．社会改良と国家：ベヴァリッジと

　職業紹介所法，失業保険法

　「失業者」の多くはその所得が間欠的から一時

的になり，一時的からまったくなくなるような

人々である．……今日の労働者の大多数は流砂の

上に生活している．その流砂はいつ彼らを呑み込

むかもしれない．ある場合には数か月または数年

間まったく水面下に沈んでしまうのである．……

しかしこの流砂およびその運動が産業の一部分で

ある以上，社会はその上に住む人々に対する責任

を免れ’ない．（ベヴァリッジ『失業』pp．148－9．邦

訳pp．217－9）

　1879年にインド省の官吏の子としてベンガル州

で生まれたべヴァリッジは，オクスフォードの数学

と古典を最優等で卒業し，トインビー・ホールの副

館長を務め，R，　H．トーニィらと共に『モーニン

グ・ポスト』紙の社会問題主筆として社会改良に踏

み出した．1905年末には失業問題の指導的人物と

して中央失業対策委員会（Central　Unemployed

Body）に選出され，政府の政策形成に影響を及ぼす

ユニークな機会を与えられた．彼は当初から新しい

経験主義・実証主義に結びついており，経済学の古

典は失業問題を理解するには不毛な土壌だと見てい

た．それよりも，議会の統計書，救済を申請する

人々の歴史，ブース，リュエリン・スミス，ウェッ

ブ夫妻のような歴史的，叙述的，統計的著作の研究

に集中した．1903－4年目トインビー・ホールでの

調査は，抽象的な原理よりも問題の実践的計量的な

側面に焦点が当てられ，労働市場についての講義は

いつも事実の予備的調査に基づいていた．

　1905－9年の救貧法委員会には，ベアトリス・ウェ
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ッブやブース，経済学者スマート，フェルプスらが

委員として含まれていたが，1907年にウェッブとブ

ースの推薦でベヴァリッジは証人に選ばれた．既存

の効果的な職業紹介所の実例を示すようウェッブ夫

妻に要請されて，ベヴァリッジはドイツの制度を研

究し，ドイツの公文書に彼自身の「職業紹介所に関

する思想と信頼の全てが繰り返し出てくるのを見て

圧倒」された．彼はウェッブやホールデンの紹介状

をもってベルリンに発った．ドイツには4000以上

の様々な職業紹介所があり，年間125万以上の空席

を埋めていた．ドイツでの観察は『モーニング・ポ

スト』紙の論説や『エコノミック・ジャーナル』の

論文「ドイツの公的職業紹介所」（1908年）となった．

　イギリスに帰るとすぐに救貧法委員会で証言をす

べく呼ばれ，彼は2つの文書を提出した．ウェッブ

夫妻と一緒に準備した失業の一般的分析に関わるも

のと，ドイツの職業紹介所の詳細な紹介とであった．

ベヴァリッジの証言は委員に強い影響を与えた．ス

マートもそれを絶賛し，「最良の証言であり，あなた

の救済策こそ採択されそうなものです」と述べた．

翌年スマートとフェノレプスはベヴァリッジの提言の

多くを委員会の「多数意見報告」に書き入れた．ウ

ェッブ夫妻自身も労働市場の組織化を追求し，ベヴ

ァリッジの思想の多くを取り入れてもっと強制的な

形にした．彼らは強制的職業紹介所を『少数意見報

告』第二部で概説された「労働市場の社会的組織」

の計画の中心的な要点とした．「Beveridge－cum－

Webbの完壁な計画が実施され，忌まわしい旧救貧

法は永遠に打破されるでしょう」と1908年初めに

べアトリス・ウェッブはべヴァリッジに書いた33）．

　ベヴァリッジは1908年にオクスフォードで一連

の講義をして自分の考えをまとめ，翌1909年に『失

業：産業の問題』を出版した．それは四半世紀にわ

たって失業に関する古典的教科書になったが，労働

市場比対する一連の国家介入の提案をかつてイギリ

スのいかなる政府も考えたことのない規模で概説し

ていた．ベヴァリッジは臨時の職業とくに港湾労働

を慢性的な過少雇用の典型と見ていたが，労働力の

非流動性，および労使関係の貧困，蛍働力の質の低

下が引き起こす過少雇用は近代産業全体にあると考

えるようになった．この広範な過少雇用の原因は労

働市場の不完全性にあり，洗練された市場経済が，

財の小売りの場合に発展させたような制度に比肩で

きる，労働を雇用するための制度を発展させていな

いためであった．時折「少年を求む」という注意書

はあるが，「靴を求む」という注意書はない．しか

し，実際には人々は，少年の労働力を買いたいのと

同じように靴を買いたいのである34）．

　ベヴァリッジによれば，失業は「産業の範囲の問

題でなくその組織の問題であり，労働に対する需要

量でなくその変化と作用の問題」であった．失業は

労働市場の調整の不完全性による需給の不一致だと

され，したがって，まず職業紹介所網の組織による

労働市場の組織化，およびそれ，を通した臨時労働者

の常用雇用化が必要であった．雇用者が労働者を求

める時も，労働者が職を求める時にも職業病甲所に

行くことにする．これが何れの職業にも実行され，

ある職業のすべての雇用者が同一の紹介所，あるい

は連絡のある紹介所から必要な労働者を求めるよう

にする．そして他からは求めないようにすれば，

「その職業の労働市場は完全に組織化され，たと言い

得る．」さらに，労働の質を確保するための教育・職

業訓練の必要，「労働老の出発する平面を押し上げ

るポンプ」を作る必要が強調された．職業訓練教育

の改革とともに，ベヴァリッジは次のように言う．

「徒弟制度の廃止および工業生活の発達は，産業上

の一貫した生活を破壊し教育上の実際的退歩をもた

らした．……たとえ徒弟制度の復活でなくとも，徒

弟制度の基礎をなす原理の復活が必要である．」

（弼4．pp．213，131．邦訳pp．310，193）

　職業紹介所がいかに効果的に機能しても，一旦失

業した人々にすぐにその能力に応じた他の仕事に就

けるよう保障することはできない．失業によって生

じる困窮を防止するために労働時間の伸縮と失業保

険が提唱される．ベヴァリッジによれば，失業に対

する保険は労働市場の組織化と最も密接な関係にあ

り，その「必然的な補助制度」である．「職業紹介所

は仕事と仕事の間の間隙を最小限に減らすことを任．

務とし，保険はそれでも残る間隙を埋めることを任

務とする．職業紹介所は産業変動に応じて労働の予

備を流動化し，産業構造が変化した後の再吸収を迅

速にする．保険は，この予備軍が職を離れている間，

彼らの生活を維持し，失業者が再吸収を待っている

間，彼らを維持するために必要なのである．」ベヴァ

リッジはさらに失業問題解決の第三戦線に立つもの

として，公共事業の組織的配分，賃金の伸縮性を高

めることによる労働市場の調整を提唱している．

（謝4．pp．229－30．邦訳pp．335－7．）

　労働市場を再編・再組織しようとするアプローチ

が第一次大戦までの失業問題に関する公的理解を支
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配した．ベヴァリッジが職業紹介所の全国システム

と港湾労働者の強制的常用雇用化を推進した時，彼

は国家の力を用いて，過去50年間に経済の最も進

んだ部門で自然に発展してきた情報伝達と組織の合

理的過程を拡張しようとしたに過ぎない．同様に，

『救貧法委員会少数意見報告』を通して推進された

ウェッブの「労働市場の社会的組織」の計画も，問

題を需要の不足としてではなく，労働に対する需要

供給が行政上の政令によって相互に調和させられう

るものとして捉えていた．1911年の国民保険法も，

循環的失業を進歩する経済システムの正常で不可避

な現象と考えており，ブースやリュエリン・スミス

によって展開され，た労働市場分析に基づいていた．

さらに国民保険の主要な目的の一つは，単に必要の

救済ではなく，労働力の情報，分類，登録を促進し，

労使の密接な関係を強化することによって失業を減

らすことを自動的に助ける「組織」の形成であった．

　『失業』におけるベヴァリッジの議論は，様々の仕

方で彼の社会理念を反映していた．その序文で言う

ように，失業問題の解決には国家による産業組織・

慣習の変更が必要であり，「金銭よりも思考と組織

が必要」で，それは救貧法委員会に任せておけるよ

うなものではなかった．彼の改良計画は，社会経済

的行為がどこまで理性的な行政上の制御に従属させ

られ，るかという非常に野心的な考えにもとづいてい

た．職業紹介所は，失業者の救済に有益なものとし

てだけでなく，発達した産業社会の複雑な構造に不

可欠なものとしての「社会組織」に対する彼の信念

を反映していた．同様に，社会保険に対する情熱は

「社会的結合」の政策への関与を示していた．にも

かかわらず彼の分析は，不況は不可避で労働の需給

が長期に不均衡ということはありえないという古典

派の想定にもとづいていた．彼は，急進的自由主義

者が唱えた過少消費主義的分析を拒否し，景気変動

は生産の公的管理によって廃止されるという社会主

義者の議論を無視した．さらに，不況や景気変動は

不可避なだけでなく経済進歩にとって不可欠であり，

標準以下の労働者が切り捨てられ廃れた習慣が廃止

され，かくして産業を以前よりも効率的にする手段

だと考えていた35）．

　1908年にベヴァリッジは，ウェッブ夫妻の紹介

で，ロイド・ジョージを継いだチャーチル大臣下の

商務省に入り，「商業，労働，および統計局」で仕事

を始めた．当時自由党政権下の商務省はホワイトホ

ールで最も活動的かつ拡張的で，他のどの省庁より
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も当時の新自由主義と進歩的改良に密接に結びつい

ていた．それは商工業に関する情報の整備という伝

統的な役割を超えて，統計・社会調査，労使関係，

産業上の調停など多くの方向にその機能を発展させ

ており，1908～1909年に反日汗労働法及び最低賃金

法を率先して導入したのも商務省であった．1904

～10年にかけてベヴァリッジは，職業紹介所の計画

と実施，次いではるかに大規模な国民保険の導入と

いう「個々の市民と20世紀国家の日常的な関係の

長期にわたる転換期」に，中央政府のかってない一

連の介入の実験の中心にいることになった36）．

　当時リュエリン・スミスは商務省の次官であり，

ベヴァリッジはトインビー・ホール以来の知人であ

る彼と良好な仕事上の関係を築いた．二人には共通

点が多く，容易に「親方，徒弟の関係」になった．

彼らは共にベイリオルを卒業し，トインビー・ホー

ルに務めロンドンのイースト・エンドで社会調査に

従事した．彼らはフェビアン社会主義に強く惹かれ

たが，1908年までに「官僚になった元フェビアン」

という名声から離れ，ウェッブ夫妻の全浸透的な影

響力から離れ，ようとしていた．彼らは社会調査の経

験的方法と社会政策のプラグマティズムに強く傾倒

し，「公平な「行政国家」という私心のない客観性に

対するやや過大な信頼」を共有する「理性主義的官

僚」であった．

　職業紹介所の計画は当初から失業保険の計画と密

接に結びついており，リュエリン・スミスとべヴァ

リッジがその中心にいた．二人は1908年10月に失

業保険計画の詳細を描き始め，ベヴァリッジはそこ

では職業紹介所の計画よりも二次的な役割であった

が，スミスの提案は救貧法委員会に提出されたべヴ

ァリッジの文書に大いに依拠していた．チャーチル

は後に職業紹介所はべヴァリッジに，失業保険はリ

ュエリン・スミスに帰着させたが，ベヴァリッジの

職業紹介所の考えはスミスの労働市場に関する調査

に多くを負うし，スミスの失業保険の考えは直接ベ

ヴァリッジの文書から引き出されていた．ベヴァリ

ッジ自身，両者についてその計画も思想も分離でき

ないと述べている37）．

　リュエリン・スミスの「徒弟」としてベヴァリッ

ジは，1908年7月，チャーチルのために最初の職業

紹介所案を作成した．労働需要に対する一般的不足

ということはなく，不十分な労働情報と労働移動に

対する地域的障害のために，個々の産業で労働が供

給過剰になっている．これを解消するために，全国
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的な職業紹介所の制度を創設し，「産業情報局」によ

る中央での管理と共に，地方の職業紹介所は郵便局

をモデルにした全国制度を通して直接中央政府が管

理するか，あるいは地方自治体を通して間接的に管

理するとされた．国営化による中央政府の管理とい

うベヴァリッジの考えは，「介入主義的」国家の出現

における画期であり，地方分権主義から行政的集権

化への歴史的転機を表していた．チャーチルは，系

統的な労働市場の組織の利点，社会的な職業紹介所

制度は産業安定化への道だというべヴァリッジの考

えを共有した．この決定は，地域的でなく全国的管

理の制度である国民保険制度がすぐに続くという確

信によって促進された．それは失業保険のための機

構を準備し，慢性的な浮浪者をなくして誠実な労働

者がイギリスの全労働市場を一日のうちに概観し調

べることを可能にするのであった．同時に雇用統計

の公刊，不況の予測，学校卒業者に対する職業選択

の指導を通して臨時雇用の状況をしだいになくして

いく．さらに，より根本的な次元で，資本と労働の

潜在的な闘争力の間の「社会的リンク」を強化する

ことによって，産業調和と社会的連帯を強化するの

であった38）．

　1909年1月，職業紹介所制度の中央，地域，およ

び地方行政のさらなる詳細がベヴァリッジによって

計画された．職業紹介所の計画は，折から救貧法委

員会の多数意見報告及び少数意見報告によって強力

に支持され，全国的な職業紹介所制度を導入しよう

とするチャーチルの議会演説はすべての政党から歓

迎された．またべヴァリッジは下院の特別傍聴席で

質問に対するチャーチルの回答を助け，1909年6月

に通過した職業紹介所法を下院に提議したときのチ

ャーチルの草案はべヴァリッジが書いた．彼はその

夏リュエリン・スミスとともに職業紹介所行政の詳

細を確認するため再度ドイツを訪問した．商務省労

働局の中に「職業紹介所部門」が新たに設置され，

1909年9月，ベヴァリッジは新制度の行政上の長に

なった．彼は，「失業問題に関する最高の権威」とし

て，また「国民的効率」計画に対する自由党政府の

決意の象徴として讃えられた39），

　リュエリン・スミスの失業保険計画はべヴァリッ

ジの職業紹介所案と一緒に1908年暮れに内閣で回

覧された．失業保険は，労働市場が適切に再組織さ

れた後に依然として残る「失業の残澤」として苦し

む労働老を救済するためのものであった．リュエリ

ン・スミスの失業保険案は，周期的不況に陥りやす
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い建設，機械のような産業では強制保険，それ’以外

は任意の労働組合保険がゲントで開拓された制度を

モデノレに政府の補助金によって奨励されるというも

のであった．強制保険では労働者，雇用者および国

庫の3者が毎週保険料を拠出し，失業者は1週間の

失業後に最大15週間まで手当を支給される資格を

もつ．失業手当は職業紹介所を通して支給され，そ

こで当人が実際に失業しているかどうかを確認し，

また彼が仕事の提供を受けるかどうかも調べる．各

職業紹介所に雇用老と労働老の代表で構成される委

員会が設置され，失業手当の支給を拒否された労働

者の訴訟法廷の役割をする．全制度は商務省内の

「中央保険局」によって監督・調整される．職業紹

介所と失業保険は相互依存的で，双方にとって不可

欠であった．職業紹介所は失業の確実性を検査し，

また失業手当の見込みは失業者に対して職業紹介所

に登録する強力なインセンティブになるのであっ
た40）．

おわりに

　第二次大戦後のイギリス福祉国家の礎石となった

rベヴァリッジ報告』（1942年）は，40年前の「トイ

ンビー・ホールにおける大学セツルメントの副館長

としての経験から完全武装して出てきた．」1940年

代の壮大な社会計画家と1900年代の若いホワイト

チャペルの社会奉仕家との間には知的つながりがあ

り，普通に言われるよりも間接的であれ，ベヴァリ

ッジの社会哲学は「世紀転換期のオクスフォードの

理想主義」に負っていた．ベヴァリッジの社会政策

に関する哲学は，救貧法とか公的補助の制度は「隷

従的，半封建的で，完全な市民権と矛盾する」が，

他方「拠出性保険は権利の前提としての義務の履行

を明白に具体化したもの」であるという想定にもと

づいていた．保険料を払う過程はべヴァリッジには，

「依存と隷従でなく，自由で平等な市民の相互的連

帯を具体化したもの」だと思われた41）．

　第一次大戦前のべヴァリッジの官僚としての経歴

は，イギリスの社会改革的知識人の中でも典型的で

あった．イギリスの政治と政府において19世紀初

頭以来，社会科学者が行政上の改革に専心すること

は繰り返し起こっていた．ベヴァリッジはその顕著

な例で，ベンサム派功利主義者，キリスト教および

フェビアン社会主義者，リュエリン・スミスのよう

な急進的経験主義者の伝統にきっかりはまっていた．

彼は30代半ばでも古典になるような本は書かず，
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世論を先導し政策を形成し，彼自身の改革思想を実

施する行政機構・制度を創設しようとした．ベヴァ

リッジやリュェリン・スミスは行政国家の仕事に補

充された数多くの知識人の中でも際だつ「理性主義

的官僚」であった．

　第一次大戦以前における失業問題の認識は様々の

思想潮流から出ていて，もっぱら経済学的というこ

とはけっしてなかった．失業は何よりもまず社会政

策，産業政策の問題として見られ，専門家は彼らの

研究に科学の地位を与えようとしたが，経済理論が

その役割を果たすとは考えず，統計学，社会学およ

び公行政に頼った．「理性主義的官僚」の間では，失

業に対する支配的な接近は古典派的でもプロト・ケ

インズ的でもなく，「圧倒的にウェーバー的」であっ

た．彼らは，正確で実証主義的，科学的知識，ある

いは経験的な社会経済データの蓄積を，政策形成と

いう社会的行為の唯一の合理的基礎と考える哲学に

固執した42）．

　失業は大学の経済学者よりも行政官・官僚によっ

て取り上げられ，貧困・失業は経済学よりも，倫理，

社会政策，産業政策の問題として取り扱われた．労

働力の統計的情報の収集，分類，登録の組織化の促

進と健全な労使関係の育成等，競争的労働市場を有

効に機能させるミクロ的政策が検討され，失業は経

済理論の全体的な枠組みの問題としては捉えられな

かった．それをマクロ経済学的な枠組みに取り込み，

市場介入の社会工学的なマクロ経済管理を理論化す

るのはケインズの仕事であった．

　　　　　　　　　　　　（一橋大学経済研究所）
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